
令和元年度 地域公共交通確保維持改善事業 バリアフリー化設備等整備事業

（１）経緯
・平成１８年１２月 平塚市交通バリアフリー特定事業等推進協議会設立
・平成２２年 ８月 協議会において、平成２７年度までのノンステップバス導入率

３０％を目標とすることで合意を得た。
・平成２６年１１月 平塚市バリアフリー推進協議会設立
・平成２７年 ２月 協議会において、令和２年度（平成３２年度）までの

ノンステップバス導入率７０％を目標とすることで合意を得た。
（２）設備の現況
平成３０年度末のノンステップバスの導入状況は１０８両であり、令和２年度末
までに、累計１１５両（乗合バス車両に対する比率７０％）
を導入目標としている。

経緯 設備の現況

ノンステップバスの導入は、車いす使用者をはじめ、高齢者、障が
い者、妊婦、ベビーカー使用者等の容易な乗降を提供し、より多く
の人々の移動を円滑にすることで、公共交通機関の利用環境の改善
と社会参加の機会を増進することを目的とする。

目的・必要性

（１）事業の目標
平塚市内を運行する乗合バス車両に占めるノンステップバスの比率を令和３年
３月３１日までに７０％とする。
※ 平成２９年３月現在 ５０％ ⇒ 目標 令和３年３月 ７０％

（２）事業の効果
高齢者、障害者等のバスを利用した移動の負担が軽減されるとともに、自家用車
からバス利用へ移行するなど、移動の円滑化を図ることができる。
また、公共交通機関の利用環境の改善により、バス利用者の増加・環境負荷の軽減
等に寄与する。

目標・効果

●神奈川中央交通（株）
ノンステップバス（大型（車長９ｍ～１１ｍ）） ６両導入

事業の概要

バス事業者 １者 ノンステップバスの導入

事業内容

・関係市区町村：平塚市
・交通事業者・交通施設管理者等：
関東地方整備局横浜国道事務所交通対策課
平塚警察署交通第一課
神奈川県平塚土木事務所道路維持課
平塚市土木部道路管理課
平塚市土木部道路整備課
平塚市都市整備部みどり公園・水辺課
平塚市都市整備部総合公園課
東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
神奈川中央交通株式会社
神奈川中央交通西株式会社
一般社団法人神奈川県タクシー協会相模支部平塚地区会

・地方運輸局：関東運輸局神奈川支局
・その他協議会が必要と認める者：
平塚市老人クラブ連合会
平塚市障がい者団体連合会
平塚市自治会連絡協議会
平塚市民生委員児童委員協議会
平塚商工会議所
平塚市商店街連合会
平塚市社会福祉協議会
神奈川県立平塚盲学校
市民

協議会構成員

協議会名・補助対象事業者名 資料１



別添１

令和２年１０月２０日

協議会名：平塚市バリアフリー推進協議会

評価対象事業名：バリアフリー化設備等整備事業

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通改善事業計画に基づく事業）

計画に位置づけられたとお
り、適切に実施された。

④事業実施の適切性

Ａ

⑤目標・効果達成状況

ノンステップバス導入目標に向
けて、事業を継続する。なお、
今後、移動等円滑化の促進に
関する基本方針が改正された
場合は、目標値の見直しを検
討する。

神奈川中央交通（株） ノンステップバスの導入 Ａ
令和元年度導入目標6両に
対し、6両導入した。

特になし



資料１参考




